
資 料 ３

令和７年12月23日
青森県医療審議会青森県地域医療構想の取組状況について

１ 経緯
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県では、地域の実情や患者のニーズに応じて資源の効果的かつ効率的な配置を促し、
病床の機能分化・連携の推進を図り、高度急性期から在宅医療・介護に至るまでの一
連のサービスが切れ目なく、過不足なく提供される体制を確保することを目的として、
平成28年３月に「青森県地域医療構想」を策定。

２ 取組状況

○ 県内６つの二次保健医療圏ごとに地域医療構想調整会議を開催し、関係者間で医
療提供体制に関する協議・検討を実施。

○ 地域医療介護総合確保基金を活用し、病床の機能分化・連携に向けた医療機関の
取組を支援。



３ 令和６年度病床機能報告の結果
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○ 県全体の令和６年度の病床数は12,688床となっており、地域医療構想の実現に着実
に向かっているものの、令和７年の必要病床数11,827床に対し861床上回る状況。

○ 必要病床数に対する医療機能別の病床数は、急性期機能が2,104床上回り、回復期
機能が2,037床下回る状況。

県合計下北上十三西北五青森八戸津軽構想区域

15,3136281,4411,2913,9313,6314,391病床数(H26)

12,1155421,1396973,1023,1203,515病床数(R7.6月)(a)

11,8274531,1768043,0243,2313,139必要病床数 (b)

28889△37△10778△111376差引 (a)-(b)

県合計休床等慢性期回復期急性期高度急性期病床機能

15,3131,0873,0741,4388,0981,616病床数(H26)

12,6886912,3722,2016,1741,250病床数(R6.6月)(a)

11,827―2,3624,2384,0701,157必要病床数 (b)

86169110△2,0372,10493差引 (a)-(b)
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